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１．省エネへの社会的状況
 我が国のエネルギー消費はほぼ一貫して増加傾向で推移し、2004年度をピーク
に減少傾向。

 部門別に見ると、1973年度から2014年度までの伸びは企業・事業所他部門が1.0

倍（産業部門0.8倍、業務他部門2.4倍）、家庭部門が2.0倍、運輸部門が1.7倍
 企業・事業所他部門では、製造業を中心に省エネルギー化が進んだことから微
増で推移しているのに対して、家庭部門・運輸部門ではエネルギー機器や自動
車などの普及が進んだことから大きく増加。
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２．中小企業の省エネと経営力アップ
中小企業等による省エネ効果が高い設備への更新を重点的に支援し、高効率な省エ
ネ設備への更新により、事業の生産性や省エネ性能を向上させ、競争力を強化する
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３．かながわスマートエネルギー構想

神奈川県の取り組み
神奈川県環境局

３つの原則

電力会社を中心とした集
中型のエネルギー体系か

ら、
地域が中心となった分散
型のエネルギー体系へ

原子力に過度に依存しない

環境に配慮する

地産地消を推進する



かながわスマートエネルギー計画

10％削減 15％削減

分散型電源による
電力供給量を電力
消費量の45％まで

引き上げ

9.6％

25％

45％

神奈川県内の電力消費量と分散型電源発電量（目標）



４．省エネ支援事業

 省エネルギー相談地域プラットフォームのイメージ

 プラットフォームの中核を担うプラットフォーム事業者が、省エネに関する
相談窓口となって支援を行うほか、必要に応じて省エネや経営など様々な分
野の専門家を直接派遣し、省エネの取り組みに関する幅広い支援を行う。

省エネアドバイザー事業

省エネ支援サービス

https://www.shoene-portal.jp/


省エネルギー対策フォローアップ相談体制構築事業

県内の中小規模事業所を対象に、経営専門家等と連携し、省エネルギー
診断で提案した対策を実施するための支援を行う

経済産業省の補助金を活用し、県と金融機関や経営専門家等と連携して
「省エネルギー対策フォローアップ相談体制」を構築し、県内の中小規
模事業者を対象に専門家を派遣する等、省エネルギー診断で提案した対
策の実施に対するきめ細かな支援を行う。



省エネルギー対策フォローアップ
相談体制構築事業



５．省エネ診断と省エネ実施事例

省エネ診断事例

省エネ診断

http://www.shoene-portal.jp/case/
http://www.shoene-portal.jp/case/


省エネ効果と実施の可否と補助金

設備投資

効果

必要なし

実施する

必要
効果＞＞投資

回収？

補助金

有

無し

実施しない



 省エネ補助金サイト

６．省エネ補助金事業

http://www.ene-po.com/


省エネ補助金事業例



６．省エネ補助金事業



省エネルギー対策事業費融資制度
省エネルギー設備等の導入を行う中小規模事業者に対し、設備導入経費の資金を融資。

融資制度の
区分

神奈川県中小企業制度融資フロンティア資金（環境・エネルギー対策：省
エネ設備等の導入に関する融資）

融資対象 １ 設備資金
二酸化炭素削減対策のために以下の設備等を導入するための費用（いずれ
も二酸化炭素削減効果が見込まれるもの、新規導入の場合はエネルギー効
率の高いもの）
ボイラー、加熱設備、熱交換器、ポンプ、コンプレッサーその他の生産設
備 、冷凍庫、ショーケースその他の業務用設備 、空気調和設備、給湯設備、
換気設備、照明その他の建築設備 、変圧器、進相コンデンサーその他の受
変電設備、エネルギー管理システム 、コージェネレーション設備 、複層ガ
ラス、遮光フィルムその他の空調負荷低減を目的とした建築物外皮 、神奈
川県地球温暖化対策推進条例施行規則第１条第１項に掲げる新エネルギー
等を活用した電力供給、熱供給等のための設備 、雨水利用設備
２ 運転資金 設備の設置目的に沿う運転資金
導入する設備に係る補助金の申請手続を行い、当該補助金の交付の決定を
受けたときは、当該手続に要する費用など

融資限度額 ８千万円
運転資金は同時に借り入れる設備資金の２分の１を限度とする。

融資利率 年利２．１％以内

融資期限 １年超10年以内
運転資金は１年超7年以内



７．各省エネ対策例

 ボイラ

 コンプレッサー

 照明装置

 空調装置

 電源装置
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 太陽光発電


